
○四日市市立図書館規則 

昭和４８年６月２７日 

教委規則第８号 

改正 昭和５９年３月２９日教委規則第６号 

平成元年３月３０日教委規則第２号 

平成５年２月２５日教委規則第３号 

平成５年９月２９日教委規則第１２号 

平成７年１月２７日教委規則第１号 

平成８年１２月９日教委規則第７号 

平成９年３月２８日教委規則第４号 

平成９年６月９日教委規則第１２号 

平成１０年３月１６日教委規則第２号 

平成１０年６月１日教委規則第８号 

平成１１年３月１１日教委規則第５号 

平成１７年２月３日教委規則第２２号 

平成１８年２月２４日教委規則第１号 

平成１９年３月２２日教委規則第７号 

平成２６年３月２０日教委規則第１１号 

平成２７年３月２０日教委規則第９号 

平成３１年３月２８日教委規則第６号 

令和２年４月１５日教委規則第９号 

〔注〕平成１７年２月から改正経過を注記した。 

四日市市立図書館規則（昭和２９年四日市市教委規則第１６号）の全部を次のよう

に改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 館内利用（第５条・第６条） 

第３章 館外利用（第７条―第１０条） 

第４章 団体利用（第１１条―第１３条） 

第５章 相談事務（第１４条―第１６条） 

第６章 複写（第１７条―第１９条） 

第７章 施設利用（第２０条―第２２条） 



第８章 寄贈及び寄託（第２３条―第２６条） 

第９章 補則（第２７条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、四日市市立図書館設置条例（昭和３０年四日市市条例第２１号）

第３条の規定に基づき四日市市立図書館（以下「図書館」という。）の管理運営に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第２条 開館時間は、午前９時３０分から午後７時までとする。ただし、土曜日、日

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に

当たるときは、午前９時３０分から午後５時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは開館時間を変更すること

ができる。 

（一部改正〔平成３１年教委規則６号〕） 

（休館日） 

第３条 休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた

ときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 

(1) 毎週月曜日 

(2) 毎月第２火曜日及び第４火曜日 

(3) １２月２９日から翌年１月４日まで 

(4) 特別整理期間 ６月中およそ１０日間 

（一部改正〔平成３１年教委規則６号・令和２年９号〕） 

第４条 図書館の施設（以下「施設」という。）及び図書館資料（以下「資料」とい

う。）を利用する者（以下「利用者」という。）のうち次の各号に該当するものは、

入館を拒絶し、又は退館を命じ、施設及び資料の利用を拒否することができる。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるもの 

(2) 酒気を帯びたもの又は館内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの 

(3) その他館長が施設又は資料の利用を不適当と認めたもの 

２ 利用者が施設又は資料を損壊、亡失したときは、現物又は相当額の損害賠償を求

めることができる。 

（一部改正〔平成１７年教委規則２２号〕） 



第２章 館内利用 

（利用手続） 

第５条 利用者は入館のための手続を必要としない。 

２ 開架書架の資料利用はすべて自由とする。ただし、書庫内の図書及びその他の資

料利用については、書庫内資料請求票（第１号様式）による手続を経て利用しなけ

ればならない。 

（一部改正〔平成１７年教委規則２２号〕） 

（利用数） 

第６条 館内で同時に利用できる資料数は制限を設けない。 

第３章 館外利用 

（利用者の資格） 

第７条 資料を館外で利用できる者は次に掲げる者とする。 

(1) 本市内在住者 

(2) 本市に勤務場所を有する者又は本市内の学校に在学している者 

(3) 特に館長が認めたもの 

（利用手続） 

第８条 資料を館外で利用しようとする者は個人貸出申込書（第２号様式）によって

登録を行い、貸出券（第３号様式）の交付を受けなければならない。 

２ 貸出券は利用しようとする者の氏名及び住所の確認できる者に交付する。 

３ 貸出券を所持する者は、本館及び自動車文庫共通で資料を借りることができる。 

（一部改正〔平成１７年教委規則２２号〕） 

（利用数及び期間） 

第９条 館外で利用できる資料は、本館及び自動車文庫各１０冊以内とし、利用期間

は、本館にあっては資料を貸し出した日から起算して１５日以内、自動車文庫にあ

っては翌月の巡回日までとする。 

（一部改正〔平成１７年教委規則２２号〕） 

（館外利用を禁止する資料） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する資料は館外で利用することができない。 

(1) 貴重資料、郷土資料及び調査研究のための参考資料のうち貸出禁止を表示した

資料 

(2) その他館長が指定する資料 

第４章 団体利用 



（利用団体の資格） 

第１１条 市内の地域団体、職域団体、読書グループ等で館長が適当と認めた団体に

対し、資料の貸出しを行うことができる。 

（一部改正〔平成１７年教委規則２２号〕） 

（利用手続） 

第１２条 資料の貸出しを受けようとする団体は、団体貸出申込書（第４号様式）を

館長に提出して登録を行い、貸出券（第３号様式）の交付を受けなければならない。 

（一部改正〔平成１７年教委規則２２号〕） 

（利用数及び期間） 

第１３条 団体で利用する資料の貸出冊数は、３００冊以内とし、貸出期間は３箇月

以内とする。 

第５章 相談事務 

（相談事務回答の原則） 

第１４条 参考業務、読書相談は、主として資料を提供し、又は資料によって回答す

るものとする。 

２ 図書館で解決できない質問は、他館及び他の諸機関に照会し回答することができ

る。 

（一部改正〔平成１７年教委規則２２号〕） 

（回答を禁止する事項） 

第１５条 他人の生命、名誉、財産に損害を与え、又は社会に直接悪影響を及ぼすと

みられる問題は、受け付けてはならない。 

（回答を制限する事項） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する質問には回答を与えてはならない。 

(1) 医療、健康問題 

(2) 法律問題 

(3) 身上生活問題 

(4) 仮定又は将来の予測に関する問題 

(5) 学校の宿題 

(6) 懸賞問題 

(7) その他館長が指定する事項 

第６章 複写 

（利用手続） 



第１７条 資料の複写を望む者は、複写料を添え複写申込書（第５号様式）によって

申し込まなければならない。 

（一部改正〔平成１９年教委規則７号〕） 

（複写の原則） 

第１８条 資料の複写は、資料の一部分につき１人１部に限り複写することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず次の各号に該当するときは、資料の全部を複写すること

ができる。 

(1) 著作権者自身又は著作権者の承諾書を添付して申し込んだ資料の複写 

(2) 著作権のない資料の複写 

（複写を禁止する資料） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する資料は複写の申込みに応じない。 

(1) 寄託資料で寄託契約の条件のうち複写禁止を定めた資料 

(2) 複写により損傷を生ずるおそれがある資料 

(3) その他館長が複写することを不適当と認めた資料 

（一部改正〔平成１９年教委規則７号〕） 

第７章 施設利用 

（施設利用の資格） 

第２０条 本市の読書会及びこれに準ずる団体で館長が適当と認めたものは、図書館

業務に支障のない範囲内で、教育文化目的のために視聴覚ホール、会議室、研修室

を利用することができる。 

（一部改正〔平成１９年教委規則７号〕） 

（施設の利用手続） 

第２１条 施設を利用するときは、施設利用申込書（第６号様式）を館長に提出し、

許可を受けなければならない。 

（施設の利用） 

第２２条 施設利用は、原則として開館時間中とする。 

（一部改正〔平成１９年教委規則７号〕） 

第８章 寄贈及び寄託 

（図書等の寄贈及び寄託） 

第２３条 図書館に資料を寄贈又は寄託しようとするものは、その旨を館長に申し出

なければならない。 

（一部改正〔平成１７年教委規則２２号〕） 



（寄贈図書等の取扱い） 

第２４条 寄贈申出の資料のうち館長が適当と認めたものは、資料として受け入れる。 

２ 寄贈資料には寄贈者の氏名を記入して、その厚意を記念することができる。 

３ 寄贈のために要する経費は、原則として寄贈者の負担とする。 

（一部改正〔平成１７年教委規則２２号・１９年７号〕） 

（寄託資料の管理） 

第２５条 寄託申出の資料のうち館長が適当と認めて受託したものは、別段の契約が

ある場合のほか一般の利用に供する。ただし、館外貸出しは行わないものとする。 

（寄託資料等の損害賠償） 

第２６条 寄託資料については、火災盗難その他避けることのできない理由によって

汚損、滅失することがあっても図書館はその責めを負わない。 

第９章 補則 

（委任） 

第２７条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育

長が別に定める。 

（一部改正〔平成１７年教委規則２２号〕） 

附 則 

この規則は、昭和４８年７月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年３月２９日教委規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年３月３０日教委規則第２号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年２月２５日教委規則第３号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年９月２９日教委規則第１２号） 

この規則は、平成５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成７年１月２７日教委規則第１号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年１２月９日教委規則第７号） 

この規則は、平成９年１月１１日から施行する。 

附 則（平成９年３月２８日教委規則第４号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 



附 則（平成９年６月９日教委規則第１２号） 

この規則は、平成９年７月１日から施行する。 

附 則（平成１０年３月１６日教委規則第２号） 

この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年６月１日教委規則第８号） 

この規則は、平成１０年７月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月１１日教委規則第５号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年２月３日教委規則第２２号） 

この規則は、平成１７年２月７日から施行する。 

附 則（平成１８年２月２４日教委規則第１号） 

この規則は公布の日から施行し、平成１８年２月１日から適用する。 

附 則（平成１９年３月２２日教委規則第７号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２０日教委規則第１１号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２０日教委規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、改正前の四日市市立図書館規則第８条又は第１２条の

規定により交付されている貸出券は、改正後の四日市市立図書館規則の相当規定に

より交付された貸出券とみなす。 

附 則（平成３１年３月２８日教委規則第６号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１５日教委規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第５条関係） 

（一部改正〔平成１７年教委規則２２号〕） 

第２号様式（第８条関係） 

（全部改正〔平成２６年教委規則１１号〕） 

第３号様式（第８条関係・第１２条関係） 

（全部改正〔平成２７年教委規則９号〕） 

第４号様式（第１２条関係） 

（全部改正〔平成３１年教委規則６号〕） 

第５号様式（第１７条関係） 

（全部改正〔平成３１年教委規則６号〕） 

第６号様式（第２１条関係） 

（全部改正〔平成３１年教委規則６号〕） 

 


